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第１章 総則 

（目的） 

第１条 下関市立大学（以下「本学」という。）は、総合的な知識と専門的な学術

を教授研究するとともに、地域に根ざし、世界を目指す教育と研究を通じ有為な

人材を育成することにより、地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目

的とする。 

（自己評価等） 

第２条 本学は、教育研究水準の向上によって本学の目的を達成するため、教育研

究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するととも

に、教育方法の改善のため、組織的な取組を行う。  

２ 本学は、前項で定める自己点検及び評価に加え、本学の教育研究活動の総合的

状況について、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０９条第２項に規定

する認証評価機関の評価を受けるものとする。  

３ 第１項の点検及び評価並びに前項の評価に関し必要な事項は、別に定める。  

（学部、学科及び目的）  

第３条 本学に置く学部及び各学部の教育研究上の目的は、次のとおりとする。 

学部 目的 

経済学部 現代の経済・組織・社会の仕組みを理解し、それを自らの業

務や立場と関連付けながら考察することで、様々な経済的

諸問題について的確な判断ができる高度職業人を育成する

ことを目的とする。 

データサイエ

ンス学部 

多様なデータを設計・分析・活用するために必要な数理統

計・情報学・社会科学に関する理論と実務に習熟することに

より、社会や組織が抱える課題の解決や新たな価値の創造

に貢献しうる高度職業人を育成することを目的とする。  

看護学部  人々の生命・尊厳・権利を尊重し、多様な価値観を豊かな人

間性と柔軟な心で捉え、科学的思考に基づく洞察力と創造

力をもって看護を主体的に実践し、地域住民の健康に寄与

できる看護専門職者を育成することを目的とする。  

２ 前項に規定する学部に置く学科及び各学科の教育研究上の目的は、次のとお

りとする。 

学部 学科 目的 

経済学部 経済学科 経済学の代表的なアプローチを理解し、グローバ

ルから地域社会まで幅広い視野から考察できる
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能力を身につけることで、様々な経済的諸問題に

ついて論理的に考察できる高度職業人を育成す

る。 

国際商学科 組織運営や商取引に関する専門的な知識や技能

を理解し、グローバルな視野を含め組織の活動を

考察することができ、組織や社会の中でそれらの

力を実践することができる高度職業人を育成す

る。 

公共マネジ

メント学科 

経済学の代表的なアプローチ、組織運営や商取引

に関する知識や技能を身につけており、自らの置

かれた立場の下で、公共的価値の担い手として社

会に貢献できる高度職業人を育成する。  

データサイ

エンス学部 

データサイ

エンス学科 

多様なデータを設計・分析・活用するために必要

な数理統計・情報学・社会科学に関する理論と実

務に習熟することにより、社会や組織が抱える課

題の解決や新たな価値の創造に貢献しうる高度

職業人を育成する。 

看護学部  看護学科  人々の生命・尊厳・権利を尊重し、多様な価値観

を豊かな人間性と柔軟な心で捉え、科学的思考に

基づく洞察力と創造力をもって看護を主体的に

実践し、地域住民の健康に寄与できる看護専門職

者を育成する。  

３ 前項に規定する学部及び学科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

学部 学科 
入学 

定員 

編入学 

定員 

収容 

定員 

経済学部 経済学科 １５５人 ８人 ６３６人 

国際商学科 １５５人 ８人 ６３６人 

公共マネジメント学科 ６０人 ４人 ２４８人 

データサイエ

ンス学部 

データサイエンス学科 ８０人 ０人 ３２０人 

看護学部  看護学科  ８０人  ０人  ３２０人  

合計 ５３０人 ２０人 ２,１６０人 

（教養教職機構） 

第３条の２ 本学に教養教職機構を置く。  
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２ 教養教職機構に関し必要な事項は、別に定める。  

（大学院） 

第４条 本学に大学院を置く。 

２ 大学院の学則その他必要な事項は、別に定める。  

（専攻科） 

第４条の２ 本学に次の専攻科を置く。  

特別支援教育特別専攻科  

２ 専攻科に関し必要な事項は、別に定める。  

（職員） 

第５条 本学に、学長、副学長、教授、准教授、助教、助手、講師、事務職員、技

術職員その他必要な職員を置く。  

２ 職員の職務等については、別に定める。  

（学長） 

第６条 学長は校務をつかさどり、所属職員を統督する。  

（副学長） 

第６条の２ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。  

２ 副学長の任期その他必要な事項は、別に定める。  

（学部長） 

第７条 本学の各学部に学部長を置き、当該学部の教授をもって充てる。 

２ 学部長は、当該学部に関する校務をつかさどる。  

３ 学部長の任期その他必要な事項は、別に定める。  

（教授会） 

第８条 本学の各学部及び教養教職機構に教授会を置く。 

２ 教授会に関し必要な事項は、別に定める。  

（附属施設等） 

第９条 本学に附属図書館、附属リカレント教育センター、研究機構、国際交流セ

ンター及び相談支援センターを置く。  

２ 前項の附属施設等に関し必要な事項は、別に定める。  

（事務組織） 

第１０条 本学に、法人及び大学の事務を処理するため事務局その他の事務組織

を置く。 

２ 事務組織に関し必要な事項は、別に定める。  

 

第２章 学年、学期及び休業日 

（学年） 
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第１１条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。  

（学期） 

第１２条 学期は、学年を分けて次のとおりとする。ただし、学長が特に必要と認

めた場合は、春学期の終了日及び秋学期の開始日を変更することができる。  

春学期 ４月１日から９月３０日まで  

秋学期 １０月１日から翌年３月３１日まで  

（休業日） 

第１３条 授業を行わない日（以下「休業日」という。）は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

(3) 春季休業 

(4) 夏季休業 

(5) 冬季休業 

２ 前項第３号から第５号までの休業の期間については、年度ごとに学長が定め

る。 

３ 第１項の定めにかかわらず、学長が必要と認めた場合は、休業日を休業日でな

い日にし、又は休業日でない日を休業日にすることができる。  

 

第３章 修業年限及び在学期間 

（修業年限） 

第１４条 各学部の修業年限は、４年とする。  

（入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算）  

第１５条 本学の学生以外の者で第４６条第１項に規定する科目等履修生として

本学において一定の単位（学校教育法第９０条第１項の規定により入学資格を

有した後、修得したものに限る。）を修得したものが本学に入学する場合におい

て、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるとき

は、第３０条の規定により入学後に修得したものとみなすことができる単位数

その他の事項を勘案して、前条に規定する修業年限の２分の１を超えない範囲

で、学長が定める期間を修業年限に通算することができる。 

（在学期間） 

第１６条 学生の在学期間は、８年を超えることができない。ただし、次の各号に

掲げる者については、当該各号に定める期間を超えて在学することはできない

ものとする。 

(1) 第２３条の規定により入学した者（以下「編入学した者」という。）  ４年 

(2) 第２４条の規定により入学した者（以下「再入学した者」という。）  第２
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５条の規定により定められた在学すべき年数の２倍に相当する期間  

 

第４章 入学 

（入学の時期） 

第１７条 入学の時期は、学年の始めとする。  

（入学資格） 

第１８条 本学に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ

ならない。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者  

(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程

によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）  

(3) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定したもの  

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した

在外教育施設の当該課程を修了した者  

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大

臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを

文部科学大臣が定める日以後に修了した者  

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高

等学校卒業程度認定試験に合格した者（同令附則第２条の規定による廃止前

の大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入学資格

検定に合格した者を含む。） 

(8) その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者 

（入学の志願） 

第１９条 本学に入学を志願する者は、所定の期日までに必要書類を添えて検定

料を納付しなければならない。  

（入学者の選考） 

第２０条 入学志願者に対しては、入学試験を行い、教授会の意見を聴いて学長が

合格者を決定する。 

（入学手続） 

第２１条 前条の規定による合格決定の通知を受けた者は、指定の期間内に学長

の定める入学の手続を完了しなければならない。  

（入学許可） 
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第２２条 学長は、前条の規定による入学手続を完了した者について入学を許可

する。 

（編入学） 

第２３条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で本学に編入学を志願する

ものがあるときは、選考により、教授会の意見を聴いてこれを許可することがで

きる。 

(1) 学士の学位を有する者 

(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者  

(3) 修業年限４年以上の大学において、第２年次以上に在学する者で６２単位

以上を修得しているもの、又は２年以上在学した者で大学において６２単位

以上を修得したもの 

(4) 外国において、学校教育における１４年以上の課程（日本における通常の課

程による学校教育の期間を含む。）を修了した者  

(5) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他文部科学大臣

の定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育法第９０条第１

項に規定する者に限る。） 

(6) 高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）の

専攻科の課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定め

る基準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育法第９０条第１項に規

定する者に限る。） 

(7) 当該年度の３月までに前各号の条件を満たせる見込みの者  

(8) その他本学において前各号に規定する者と同等であると認めた者  

２ 第１９条から前条までの規定は、前項の規定により編入学しようとする者に

準用する。 

（再入学） 

第２４条 学長は、第３７条の規定により退学を許可された者（第３４条第２項第

１号に該当する者を除く。）が再入学を願い出たときは、欠員の状況等により、

教授会の意見を聴いてこれを許可することができる。  

（再入学の場合の取扱い）  

第２５条 前条の規定により入学を許可された者の在学すべき年数については、

学長が決定する。 

 

第５章 教育課程、授業日時数、履修方法及び単位の認定  

（教育課程の編成方針）  

第２６条 学長は、本学、各学部等の教育上の目的を達成するために必要な授業科
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目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。  

２ 教育課程の編成に当たっては、各学部等の専攻に係る専門の学芸を教授する

とともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する

よう適切に配慮するものとする。  

（教育課程の編成方法）  

第２６条の２ 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、

これを各年次に配当して編成するものとする。  

２ 各授業科目、その配当年次及び単位数並びに履修方法等については、別に定め

る。 

（授業の方法） 

第２６条の３ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又

はこれらの併用により行うものとする。  

２ 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外

の場所で履修させることができる。  

３ 第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、

多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修さ

せる場合についても、同様とする。  

４ 前２項の授業の方法により修得する単位数は、６０単位を超えないものとす

る。 

（単位） 

第２７条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とす

る内容をもって構成することを標準とし、１５時間の授業をもって１単位とす

る。ただし、学長が別に定める授業科目については、３０時間の授業をもって１

単位とする。 

（授業日時数） 

第２７条の２ １年間の授業を行う期間は、３５週にわたるものとする。  

２ 各授業科目の授業は、１５週にわたる期間を単位として行うものとする。  

（履修） 

第２７条の３ 学生は、第２６条の２第２項の規定により定められた履修方法に

従い履修しなければならない。  

２ 学長は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、

修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業するこ

とを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。  

（単位の授与及び成績の評価）  

第２８条 学長は、授業科目を履修し、その試験に合格した者に、所定の単位を与
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える。 

２ 成績の評価は、秀、優、良、可及び不可をもって表し、秀、優、良及び可を合

格とし、不可を不合格とする。  

３ 試験及び成績の評価について必要な事項は、別に定める。 

（大学院授業科目の履修）  

第２９条 学生が、本学大学院に進学を志望し、学長が教育上有益と認めるときは、

本学大学院の授業科目を履修することができる。  

２ 大学院の授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。  

（入学前の既修得単位等の認定）  

第３０条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又

は短期大学（外国の大学又は短期大学等を含む。次条第１項及び第４７条第１項

において同じ。）において履修した授業科目について修得した単位（大学設置基

準（昭和３１年文部省令第２８号）第３１条第１項に規定する科目等履修生及び

同条第２項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。）を本学に

入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことが

できる。 

２ 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った高等学

校の専攻科の課程、高等専門学校の課程若しくは専修学校の専門課程における

学修で本学が大学教育に相当する水準を有すると認めたもの又は短期大学若し

くは高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修

を本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。  

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）  

第３１条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学の授

業科目を履修することを認めることができる。  

２ 前項の履修により修得した単位は、本学における授業科目の履修により修得

したものとみなすことができる。  

（大学以外の教育施設等における学修）  

第３２条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学した後に行った

第３０条第２項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位

を与えることができる。  

（本学以外での学修による単位認定等の上限）  

第３２条の２ 前３条の規定により本学において修得したものとみなすことので

きる単位数及び与えることのできる単位数の合計は、６０単位を超えないもの

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、学生が編入学した者である場合は、第３０条の規定

9



により修得したものとみなすことができる単位数及び与えることのできる単位

数の合計は６２単位とし、前２条の規定により修得したものとみなすことがで

きる単位数及び与えることのできる単位数の合計は３０単位を超えないものと

する。 

 

第６章 休学、復学、転学、転部、留学、退学及び除籍  

（休学）  

第３３条 学長は、病気又はやむを得ない事由によって引き続き３月以上修学す

ることができない学生が休学を願い出たときは、これを許可することができる。 

２ 学長は、前項の規定にかかわらず、疾病のため修学が不適当と認められた者に

対して、休学を命ずることができる。  

３ 休学期間は、通算して４年を超えることができない。ただし、編入学した者に

あっては通算して２年を、再入学した者にあっては学長が定めた在学すべき年

数と同じ年数を通算して超えることができないものとする。  

４ 休学期間は、第１６条で規定する在学期間に算入しない。  

（復学）  

第３４条 学長は、前条の規定により休学した学生について、休学の期間が満了し

たとき、又は休学期間中にその事由が消滅したときは、本人の願い出により、復

学を許可することができる。  

２ 学長は、前項に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者が復学を

願い出たときは、これを許可することができる。  

(1) 第３７条の規定により退学した者で退学の日から起算して３年以内のもの  

(2) 第３８条第１号の規定により除籍された者のうち、除籍の日から起算して

３年以内の者で未納の授業料を納入したもの  

(3) 第３８条第３号の規定により除籍された者のうち、除籍の日から起算して

３年以内の者で休学事由が消滅したもの  

（転学）  

第３５条 学長は、学生が他の大学に転学を願い出たときは、これを許可すること

ができる。  

（転部）  

第３５条の２ 学長は、学生が他の学部に転部を願い出たときは、選考により、こ

れを許可することができる。  

２ 転部に関し必要な事項は、別に定める。  

（派遣留学）  

第３６条 学長は、外国の大学又は短期大学で学修することを志願する学生につ
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いて、当該外国の大学又は短期大学との協議に基づき、留学を許可することがで

きる。  

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第１４条に定める修業年限に算入するこ

とができる。 

（単位認定を目的とした私費留学）  

第３６条の２ 学長は、外国の大学又は短期大学等で単位認定を目的として学修

することを志願する学生（前条第１項の規定による許可を受けた学生を除く。）

について、同項に規定する協議を行うことが困難な場合は、当該学生の申請に基

づき、当該学生の留学を単位認定を目的とした留学として承認することができ

る。 

２ 前項の承認を得て留学する学生は、留学する期間の初日から末日までを含む

期間について休学の承認を得なくてはならない。  

（退学）  

第３７条 学長は、病気その他やむを得ない事由によって、学生が退学を願い出た

ときは、これを許可することができる。  

（除籍）  

第３８条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を除籍することができる。 

(1) 授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しない者  

(2) 第１６条に定める最長の在学期間を満了しても卒業できない者  

(3) 第３３条第３項に定める最長の休学期間を休学し、なお修学できない者  

(4) 死亡し、又は行方不明になった者  

 

第７章 卒業、学位及び資格  

（卒業）  

第３９条 本学に４年（編入学した者については２年とし、再入学した者について

は第２５条の規定により定められた在学すべき年数）以上在学し、所定の授業科

目の履修によって次の表に定める単位数を修得した者について、教授会の意見

を聴いて学長が卒業を認定する。  

学部 学科 単位数 

経済学部 

経済学科 １２４単位 

国際商学科 １２４単位 

公共マネジメント学科 １２４単位 

データサイエンス学部 データサイエンス学科 １２４単位 

看護学部  看護学科  １２４単位  

11



２ 卒業の時期は、春学期又は秋学期の終わりとする。  

（学位）  

第４０条 前条の規定により卒業を認定された者に対して、次の表に定める学位

を授与する。 

学部 学科 学位 

経済学部 

経済学科 学士（経済学） 

国際商学科 学士（商学） 

公共マネジメント学科 学士（公共マネジメント） 

データサイエンス学部 データサイエンス学科 学士（データサイエンス） 

看護学部  看護学科  学士（看護学）  

２ 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。  

（教育職員免許状授与の所要資格の取得）  

第４１条 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教育職員免許法

（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省

令第２６号）に定める単位を修得しなければならない。  

２ 前項に定める単位の授業科目の履修については、別に定める。  

３ 本学において取得できる教育職員免許状の種類は、次の表に掲げるとおりと

する。  

学部 学科 免許状の種類及び教科 

経済学部 

経済学科 

中学校教諭  １種免許状 社  会 

高等学校教諭 １種免許状 地理歴史 

高等学校教諭 １種免許状 公  民 

公共マネジメント

学科 

中学校教諭  １種免許状 社  会 

高等学校教諭 １種免許状 公  民 

データサイ

エンス学部 

データサイエンス

学科 

中学校教諭  １種免許状 数  学 

高等学校教諭 １種免許状 数  学 

高等学校教諭 １種免許状 情  報 

看護学部 看護学科 養護教諭   １種免許状 

（国家試験の受験資格）  

第４１条の２ 看護学部看護学科の課程を修了した者は、看護師国家試験（保健師

助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号））を受験することができる。  

２ 看護学部看護学科において、卒業要件単位を修得するほか、所定の授業科目を

履修し、その単位を修得した者は、保健師国家試験（保健師助産師看護師法）を

受験することができる。  
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（履修方法等の規定）  

第４２条 この学則に定めるもののほか、履修方法等に関し必要な事項は、別に定

める。  

 

第８章 賞罰  

（表彰）  

第４３条 学長は、学力優秀その他模範とするに足る行為のあった者について、こ

れを表彰することができる。  

（懲戒）  

第４４条 学長は、学生が本学の学則その他諸規程に違反し、又は学生の本分に反

する行為があったときは、これを懲戒することができる。  

２ 懲戒は、けん責、停学及び退学とする。  

３ 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対し行う。  

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者  

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者  

(3) 正当な理由がなく出席常でない者  

(4) 本学の秩序を乱し、その他著しく学生の本分に反した者  

４ 学生の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。  

（教育的措置） 

第４５条 学長は、前条第２項に規定する懲戒のほか、口頭又は文書による厳重注

意その他の教育的措置を行うことができる。  

 

第９章 科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生  

（科目等履修生）  

第４６条 学長は、本学の学生以外の者で、本学の授業科目のうち１又は複数の授

業科目の履修を願い出たものについては、教育研究に支障のない範囲において、

科目等履修生として履修を許可することができる。  

２ 科目等履修生に関して単位の認定その他必要な事項は、別に定める。  

（特別聴講学生）  

第４７条 学長は、他の大学又は短期大学の学生で、本学において授業科目を履修

し、単位の修得を希望するものがあるときは、当該他の大学又は短期大学との協

議に基づき、特別聴講学生として履修を許可することができる。  

２ 特別聴講学生は、試験を受けることができる。  

３ 前項の試験に合格した者には、所定の単位を与える。  

４ 前３項に定めるもののほか特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。  
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（外国人留学生）  

第４８条 学長は、外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学

に入学を希望するものがあるときは、選考により、教授会の意見を聴いてこれを

許可することができる。  

２ 前項に定めるもののほか外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。  

 

第１０章 授業料等の徴収  

（授業料等の徴収）  

第４９条 授業料、入学金その他の費用の徴収については、別に定める。  

 

第１１章 厚生及び保健施設  

（施設）  

第５０条 本学に、厚生及び保健に関する諸施設を設ける。  

２ 厚生及び保健に関する諸施設に関し必要な事項は、別に定める。  

 

第１２章 地域貢献  

（地域貢献）  

第５１条 本学における教育研究成果の普及及び活用によって地域社会の発展に

寄与するため、公開講座の開設等、大学開放に係る事業を行うものとする。  

２ 前項の地域貢献に関し必要な事項は、別に定める。  

 

第１３章 雑則  

（その他）  

第５２条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行について必要な事項は、

別に定める。  

 

附 則  

（施行期日）  

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行の日の前日までに、下関市立大学学則（平成１７年下関市規則

第７５号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規

定によりなされたものとみなす。  

３ 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が別

に定める。  
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附 則（平成 20 年 1 月 15 日規則第 1 号） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  

２ 平成２０年３月３１日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業科目及び

単位数は、この規則による改正後の下関市立大学学則第２６条及び別表第２か

ら別表第７までの規定にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則（平成 20 年 12 月 26 日規則第 7 号） 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。  

附 則（平成 21 年 3 月 24 日規則第 4 号） 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。  

附 則（平成 21 年 7 月 21 日規則第 10 号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。  

２ 平成２２年４月１日以後に入学した者（第１５条の規定により修業年限に通

算された者、第２３条の規定により編入学した者及び第２４条の規定により再

入学した者を除く。）以外の者であって、平成２５年３月３１日までに、この規

則による改正前の下関市立大学学則別表第７に規定する総合演習の単位を修得

した者は、この規則による改正後の下関市立大学学則第２６条及び別表第７の

規定にかかわらず、同表に規定する教職実践演習の単位を修得することを要し

ない。 

附 則（平成 22 年 4 月 28 日規則第 6 号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  

２ 平成２３年３月３１日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業科目及び

単位数は、この規則による改正後の下関市立大学学則（以下「改正後の学則」と

いう。）別表第３の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

３ 改正後の学則第３条第３項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平

成２５年３月３１日までの間においては、経済学科及び国際商学科の編入学定

員は各１０人とし、公共マネジメント学科の編入学定員は０人とする。  

附 則（平成 22 年 7 月 22 日規則第 11 号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  

２ 平成２３年３月３１日現在在学し、引き続き在学する者に係る修業年限並び

に授業科目及び単位数は、この規則による改正後の下関市立大学学則の規定に

かかわらず、なお従前の例による。  

附 則（平成 22 年 8 月 23 日規則第 12 号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  

２ 平成２３年３月３１日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業科目及び

単位数は、この規則による改正後の下関市立大学学則別表第７の規定にかかわ
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らず、なお従前の例による。  

附 則（平成 22 年 12 月 6 日規則第 13 号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  

２ 平成２３年３月３１日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業科目及び

単位数は、この規則による改正後の下関市立大学学則別表第５及び別表第７の

規定にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則（平成 23 年 2 月 4 日規則第 2 号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  

２ 平成２３年３月３１日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業科目及び

単位数は、この規則による改正後の下関市立大学学則別表第３の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 

附 則（平成 24 年 10 月 12 日規則第 4 号） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。  

２ 平成２５年３月３１日現在在学し、引き続き在学する者に係る授業科目及び

単位数は、この規則による改正後の下関市立大学学則別表第３の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。  

附 則（平成 25 年 3 月 28 日規則第 4 号） 

 この規則は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則（平成 27 年 2 月 20 日規則第 1 号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年 2 月 20 日規則第 3 号） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  

２ 平成２６年度までに入学した者並びに平成２７年度及び平成２８年度に編入

学する者に係る授業科目及び単位数、履修科目の評価の方法、追試験の実施並び

に卒業必要単位数は、この規則による改正後の下関市立大学学則の規定にかか

わらず、なお従前の例による。  

附 則（平成 28 年 1 月 25 日規則第 1 号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第３８条の改正規定

は、平成２８年４月２日から施行する。  

２ 平成２６年度までに入学した者、平成２７年度に編入学した者及び平成２８

年度に編入学する者に係る教育職員免許状取得のための科目の授業科目及び単

位数は、この規則による改正後の別表第８の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成 28 年 8 月 5 日規則第 5 号） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  
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２ 平成２８年度までに編入学した者に係る修得すべき単位数は、この規則によ

る改正後の別表第１０の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則（平成 29 年 1 月 12 日規則第 1 号） 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

附 則（平成 29 年 12 月 12 日規則第 4 号） 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

附 則（平成 31 年 3 月 5 日規則第 1 号） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

２ 平成３０年度までに入学した者並びに平成３１年度及び平成３２年度に編入

学する者（以下「編入学者」という。）に係る授業科目及び単位数は、この規則

による改正後の下関市立大学学則の規定（以下「改正後の規則」という。）にか

かわらず、なお従前の例による。ただし、編入学者のうち平成３１年３月３１日

現在大学に在学し、引き続き在学する者以外の者については、この規則による改

正前の別表第８の授業科目に「特別支援教育論（配当年次３、単位数２（自由））」

を加え、同表中「特別活動」を「総合的な学習の時間及び特別活動の指導法」に

改めて適用する。 

３ 平成３１年３月３１日現在大学に在学し、引き続き在学する者で、平成３１年

度以降に入学するもの又は平成３３年度以降に編入学するものについては、改

正後の規則の別表第８の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則（令和 2 年 2 月 28 日規則第 1 号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。  

２ 平成３１年度までに入学した者並びに令和２年度及び令和３年度に編入学す

る者に係る授業科目、配当年次及び単位数は、この規則による改正後の別表第３

の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則（令和 2 年 5 月 29 日規則第 4 号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

２ 令和２年度までに入学した者並びに令和３年度及び令和４年度に編入学する

者に係る授業科目名は、この規則による改正後の別表第１、別表第３及び別表第

７の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則（令和 2 年 12 月 18 日規則第 12 号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則（令和 3 年 2 月 24 日規則第 1 号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

２ 令和２年度までに入学した者並びに令和３年度及び令和４年度に編入学する

者に係る授業科目並びにその区分、配当年次及び単位数並びに修得すべき単位
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数等は、この規則による改正後の下関市立大学学則の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

附 則（令和 4 年 3 月 23 日規則第 2 号） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

２ 令和３年度までに入学した者並びに令和４年度及び令和５年度に編入学する

者が取得できる教育職員免許状の種類及び教科は、この規則による改正後の下

関市立大学学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和 5 年 9 月 27 日規則第 10 号） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正後の下関市立大学学則第３条第３項の規定にかかわらず、

令和６年度から令和８年度までの経済学部経済学科及び国際商学科並びにデー

タサイエンス学部データサイエンス学科の収容定員は、次のとおりとする。  

学部 学科 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

経済学部 
経済学科 ７５６人 ７１６人 ６７６人 

国際商学科 ７５６人 ７１６人 ６７６人 

データサイエン

ス学部 

データサイエン

ス学科 
８０人 １６０人 ２４０人 

附 則（令和 6 年 1 月 24 日規則第 1 号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

２ この規則による改正後の下関市立大学学則第３条第３項の規定にかかわらず、

令和７年度から令和９年度までの看護学部看護学科及び大学全体の収容定員は、

次のとおりとする。 

学部 学科 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

看護学部 看護学科 ８０人 １６０人 ２４０人 

大学全体（計） １,９２０人 ２,０００人 ２,０８０人 
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下関市立大学看護学部履修規程（案） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、下関市立大学学則（平成１９年規則第１号。以下「学則」

という。）第２６条の２第２項の規定に基づき、下関市立大学看護学部（以下

「学部」という。）の授業科目及びその単位数並びに履修方法その他履修に関

して必要な事項を定めることを目的とする。 

（授業科目及び単位数） 

第２条 学部における授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に区別し、

その用語の意義はそれぞれ次の各号に定めるところによる。 

(1) 必修科目 学部の教育上の目的を達成するため、卒業要件として修得を必

須としている授業科目をいう。 

(2) 選択科目 学生の履修目的に応じて任意に選択し、修得単位を卒業要件に

算入する授業科目をいう。 

(3) 自由科目 単位認定できるが卒業要件に算入しない授業科目をいう。 

２ 授業科目並びにその区分、配当年次及び単位数は、別表第１から別表第４ま

でに定めるとおりとする。    

３ 修得すべき単位数等については、別表第５のとおりとする。 

（セメスター制） 

第３条 学部の授業は、看護研究演習を除き、セメスター制を採用する。 

２ 前項のセメスター制とは、１学年を学期に区分し、集中的に密度の濃い学習

を行い、単位認定を完結させる制度をいうものとする。 

３ 学部で採用するセメスター制度は、春学期及び秋学期の２学期制とする。 

４ 看護研究演習は、通年の科目とする。 

（履修登録） 

第４条 学生は、各学期の定められた期日までに、当該学期に履修する科目を登

録しなければならない。 

２ 学生は、前項の規定により登録した科目について、当該学期の定められた期

間にその登録を取り消すことができるものとする。 

（履修の制限） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する授業科目は、その履修を認めない。 

(1) 履修登録をしていない授業科目 

(2) 単位修得済みの授業科目 
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(3) 授業時間が重複する２以上の授業科目 

(4) 学生の当該年次より高学年次に配当されている授業科目 

（履修の上限） 

第６条 履修できる単位数（以下「履修上限単位数」という。）は、各学期２４

単位までとする。 

２ 前項に規定する単位のうち看護研究演習については、各学期１単位として計

算する。 

３ 次の各号に掲げる科目の単位は、履修上限単位数に含めない。 

(1) 別表第２ 教養教育に規定する科目のうちＰＢＬ及び科目区分が外国研

修の科目 

(2) 別表第４ 教育職員免許状取得のための科目に規定する科目 

（履修を要する科目） 

第７条 学部の学生は、アカデミックリテラシーを履修しなければならない。 

（再履修の制限） 

第８条 アカデミックリテラシー及び基礎演習は、再履修することはできない。 

（他学部の専門教育科目の履修）  

第９条 学生は、所属する学部以外の学部が開設する専門教育科目の授業科目を

履修することができる。ただし、所属学部長を経て、当該授業科目を開設する

学部長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により履修し、修得した授業科目の単位は、別表第５の他学部専

門科目として６単位を上限に算入することができる。 

（進級要件） 

第１０条 各年次に進級できる要件は、次の各号のとおりとする。 

(1) ２年次への進級 

  ア 在学期間が１年間以上であること。 

  イ 別表第３に定める専門教育科目のうち、１年次配当の必修科目の単位を

すべて修得済みであること。 

(2) ３年次への進級 

  ア 在学期間が２年間以上であること。 

  イ 別表第３に定める専門教育科目のうち、２年次配当の必修科目の単位を

すべて修得済みであること。 

(3) ４年次への進級 

  ア 在学期間が３年間以上であること。 
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  イ 別表第３に定める専門教育科目のうち、３年次配当の必修科目の単位を

すべて修得済みであること。 

（臨地実習） 

第１１条 別表第３に定める科目のうち、臨地実習科目の履修要件は次の各号の

とおりとする。 

(1) 基礎看護学実習Ⅱを履修しようとする場合は、ヘルスアセスメント、看護

過程及び基礎看護学実習Ⅰの単位を修得済みであること。 

(2) ３年次配当の臨地実習科目を履修しようとする場合は、別表第３に定める

専門教育科目のうち、３年次配当の必修科目（臨地実習科目を除く。）の単

位をすべて修得済みであること。 

（保健師国家試験受験資格を得るためのコース） 

第１２条 看護学部に保健師国家試験受験資格を得るためのコース（以下「保健

師コース」という。）を設置する。 

２ 保健師コースの定員は、１学年につき１５人とする。 

３ 保健師コースの履修を希望する学生は、別に指定する期日までに学部長へ申

請しなければならない。 

４ 保健師コースを履修する学生は、次の各号に掲げる項目を点数化し、次項に

規定する審査委員会の審議を経て、決定する。 

（1）２年次秋学期までの成績 

（2）小論文 

（3）面接 

５ 保健師コースを履修する学生を選考するために、次の各号の委員で構成する

審査委員会を設置する。 

（1）看護学部長 

（2）看護学部副学部長 

（3）公衆衛生看護学を担当する教授 １人 

（4）看護学部教務委員会委員のうち学部長が指名する者 １人 

６ 保健師国家試験受験資格を取得しようとする者は、別表第３に定める専門教

育科目のうち、次に掲げる科目の単位をすべて修得しなければならない。 

 (1) 健康行動科学入門  

 (2) 健康行動科学方法論  

 (3) 公衆衛生看護活動論Ⅰ  

  (4) 公衆衛生看護活動論Ⅱ  
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  (5) 公衆衛生看護活動論Ⅲ  

  (6) 疫学・保健統計   

 (7) 公衆衛生看護学実習  

 (8) 健康政策論   

７ 公衆衛生看護学実習を履修しようとする場合は、前項第１号から第６号まで

の科目の単位をすべて修得済みであること。 

（その他） 

第１３条 学生の履修登録等について、この規程に定めのあるもののほか必要な

事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係）

基盤教育

配当

年次 必修 選択 自由

英語Ⅰａ 1 2

英語Ⅰｂ 1 2

中国語L 1 2

韓国語L 1 2

ドイツ語Ｌ 1 2

フランス語Ｌ 1 2

英語Ⅰc 1 2

英語Ⅰd 1 2

中国語Ｍ 1 2

韓国語Ｍ 1 2

ドイツ語M 1 2

フランス語M 1 2

英語Ⅱａ 2 2

英語Ⅱｂ 2 2

英語Ⅱｃ 2 2

英語Ⅱｄ 2 2

コンピュータ科学 1 2

数学入門 1 2

統計入門 1 2

コンピュータ活用Ⅰ 1 2

情報リテラシー 1 2

コンピュータ活用Ⅱ 2 2

プログラミング 2 2

メディア論 2 2

アカデミックリテラシー 1 1

基礎演習 1 2

単位数
科目区分 授業科目名

外
国
語

情
報
・
数
理

初年次教育
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別表第２（第２条関係）

教養教育

配当

年次 必修 選択 自由

倫理 1 2

文学 1 2

芸術 1 2

心理学概論 1 2

日本史概論 1 2

西洋史概論 1 2

人文地理学概論 1 2

哲学概論 1 2

東洋史概論 1 2

社会 1 2

生命保険概論 1 2

経営学 1 2

政治 1 2

アントレプレナーシップ 1 2

経済学 1 2

教育学 1 2

自然の法則 1 2

生命と生態 1 2

教養統計 1 2

人間と物質 1 2

宇宙と地球 1 2

科学技術史 1 2

自然地理学概論 1 2

教養数学 1 2

健康と運動 1 2

健康と生活習慣 1 2

スポーツ実践Ａ 1 1

健康と栄養 1 2

脳と認知 1 2

スポーツ実践Ｂ 1 1

福祉 1 2

日本国憲法 1 2

ダイバーシティ 1 2

異文化交流 1 2

人権 1 2

法学総論 1 2

多様性と障害理解 1 2

多文化共生 1 2

下関の産業とみらい 1 2

下関の観光 1 2

ＰＢＬ 1 2

キャリアデザインＡ 1 1

キャリアデザインＢ 1 2

キャリアデザインＣ 2 2

外国研修（英語） 1・2 2

外国研修（中国語） 1・2 2

外国研修（韓国語） 1・2 2

外
国
研
修

授業科目名
単位数

科目区分

自
然
科
学

生
命
・
健
康
科
学

人
権
・
共
生

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー

ツ

人
文
科
学

社
会
科
学

下
関
学

キ
ャ

リ
ア
教
育
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別表第３（第２条関係）

専門教育

配当

年次 必修 選択 自由

スタートアップゼミ 1 1

看護情報学 1 1

人体の構造と機能Ⅰ 1 2

公衆衛生学 1 2

人体の構造と機能Ⅱ 1 2

薬理学 1 2

栄養と代謝 1 2

臨床病態学Ⅰ（病理学、微生物学） 1 2

臨床病態学Ⅱ（脳神経、呼吸器、循環器） 1 2

臨床病態学Ⅲ（消化器、代謝・内分泌、血液・造
血器、免疫・アレルギー）

2 2

臨床病態学Ⅳ（運動器、腎・泌尿器、皮膚・感覚
器）

2 2

保健医療福祉行政論 2 2

多職種連携論 2 1

疫学・保健統計 3 2

看護学概論 1 2

コミュニケーション論 1 1

ケアリング 1 1

生活援助技術 1 2

ヘルスプロモーション 1 1

ナーシングキャリアデザイン 1 1

ヘルスアセスメント 2 2

看護過程 2 1

看護倫理 2 1

基礎看護学実習Ⅰ 2 1 ○

診療援助技術 2 2

基礎看護学実習Ⅱ 2 2 ○

総合看護技術演習 3 1

看護理論 4 1

ライフステージとヘルスケア概論Ⅰ 2 2

老年ヘルスケア方法論Ⅰ 2 1

成人ヘルスケア方法論Ⅰ 2 2

老年ヘルスケア方法論Ⅱ 2 2

成人ヘルスケア方法論Ⅱ 3 2

成人ヘルスケア実習Ⅰ 3 2 ○

成人ヘルスケア実習Ⅱ 3 2 ○

老年ヘルスケア実習Ⅰ 3 2 ○

老年ヘルスケア実習Ⅱ 3 2 ○

がん看護 4 1

リハビリテーション看護 4 1

エンドオブライフケア 4 1

救急看護 4 1

感染看護 4 1

臨地実習

臨
床
看
護

科目区分 授業科目名
単位数

専
門
教
育

専
門
基
礎
教
育

基
盤
看
護
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ライフステージとヘルスケア概論Ⅱ 2 2

小児ヘルスケア方法論Ⅰ 2 1

ウイメンズヘルスケア方法論Ⅰ 2 1

小児ヘルスケア方法論Ⅱ 3 2

ウイメンズヘルスケア方法論Ⅱ 3 2

学校保健 3 2

養護概説 3 2

健康相談活動 3 2

小児ヘルスケア実習 3 2 ○

ウイメンズヘルスケア実習 3 2 ○

家族看護学 4 1

暮らしと地域を知る実習 1 1 ○

精神ヘルスケア概論 2 1

地域・在宅ヘルスケア概論 2 1

公衆衛生看護学概論 2 2

精神ヘルスケア方法論Ⅰ 2 1

地域・在宅ヘルスケア方法論Ⅰ 2 1

健康行動科学入門 2 1

健康行動科学方法論 2 1

公衆衛生看護活動論Ⅰ 2 2

精神ヘルスケア方法論Ⅱ 3 2

地域・在宅ヘルスケア方法論Ⅱ 3 2

公衆衛生看護活動論Ⅱ 3 1

公衆衛生看護活動論Ⅲ 3 1

精神ヘルスケア実習 3 2 ○

地域・在宅ヘルスケア実習 4 2 ○

公衆衛生看護学実習 4 5 ○

健康政策論 4 1

看護管理と医療安全 2 2

看護研究入門 3 1

多職種連携実習 3 1 ○

看護の統合実習 4 2 ○

看護研究演習 4 2

災害看護 4 1

国際保健看護学 4 1

子
ど
も
と
家
族
の
看
護

地
域
看
護

看
護
の
統
合
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別表第４（第２条関係）

教育職員免許状取得のための科目

配当

年次 必修 選択 自由

教職論 1 2

教育原理・教育課程論 1 2

教育方法論（ICT活用含む） 2 2

教育心理学 2 2

道徳教育 2 2

生徒指導 2 2

総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 2 2

教育行政 3 2

特別支援教育論 3 2

教育相談 3 2

教育社会学 3 2

養護実習 4 4

養護実習事前・事後指導 4 1

教職実践演習（養護） 4 2

単位数
授業科目名
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別表第５（第２条関係）

外国語

情報・数理

初年次教育

リベラルアーツ

下関学

キャリア教育

外国研修

基盤看護 14

臨床看護 18

子どもと家族の看護

地域看護

看護の統合

※他学部専門科目は、６単位を上限に卒業単位に算入できる。

2

教養教育

科目区分 卒業必要単位数

基盤教育

12

15

124

36

他学部専門科目※

専門教育 74

12

10

23専門基礎教育

13

15
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下関市立大学教職課程履修規程（案） 

平成 19 年 4 月 1 日 

規 程 第 6 0 号 

改正  平成20年2月29日規程第8号  

平成21年2月26日規程第6号  

平成21年7月21日規程第29号 

平成22年7月22日規程第12号 

平成22年9月15日規程第14号 

平成22年12月21日規程第36号 

平成26年3月7日規程第1号 

平成26年5月21日規程第12号 

平成27年2月20日規程第5号  

平成28年1月25日規程第4号  

平成30年3月5日規程第1号 

平成31年3月5日規程第3号 

令和2年5月29日規程第37号 

令和3年2月24日規程第6号 

令和3年9月29日規程第52号 

令和4年3月23日規程第10号 

令和5年2月27日規程第4号 

令和5年3月22日規程第13号 

令和6年2月28日規程第13号 

（趣旨）  

第１条 この規程は、下関市立大学学則（平成１９年規則第１号）第４１条の規定に

基づき、教育職員免許状（以下「免許状」という。）を取得するために必要な事項を

定めるものとする。 

（免許状の種別） 

第２条 下関市立大学（以下「本学」という。）において、取得できる免許状の種類は、

次の表に掲げるとおりとする。 

区分 学科 免許状の種類及び教科 

経済学部 経済学科 中学校教諭  一種免許状 社 会 

高等学校教諭 一種免許状 地理歴史 

高等学校教諭 一種免許状 公 民 

公共マネジメント学科 中学校教諭  一種免許状 社 会 

高等学校教諭 一種免許状 公 民 

データサイエン

ス学部 

データサイエンス学科 中学校教諭  一種免許状 数 学 

高等学校教諭 一種免許状 数 学 

高等学校教諭 一種免許状 情 報 

看護学部 看護学科 養護教諭   一種免許状 

（必要単位数） 

第３条 免許状を取得しようとする者は、免許状の種類に応じて、次の表に定める基

礎資格をそなえ、かつ、最低修得単位数を修得しなければならない。 
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中学校教諭一種免許状・高等学校教諭一種免許状 

免許状の種類 基礎資格 

最低修得単位数 

教科及び教科の

指導法に関する

科目 

教育の基礎的理

解に関する科目

等 

大学が独自に設

定する科目 

中学校教諭 

一種免許状 

学士の学位を 

有すること 
28 27 4 

高等学校教諭 

一種免許状 

学士の学位を 

有すること 
24 23 12 

 

養護教諭一種免許状 

免許状の種類 基礎資格 

最低修得単位数 

養護に関する

科目 

教育の基礎的理

解に関する科目

等 

大学が独自に

設定する科目 

養護教諭 

一種免許状 

学士の学位を

有すること 
28 21 7 

（履修科目） 

第４条 免許状を取得するためには、免許状の種類に応じて、別表に掲げる科目を履

修し、単位を修得しなければならない。 

（教育実習） 

第５条 教育実習Ⅰを履修する者は、履修する同一年度に教育実習事前・事後指導を

履修しなければならない。また、教育実習Ⅰを履修する前年度までに、次の各号に

掲げる要件をすべて満たしていなければならない。 

(1) 下関市立大学経済学部履修規程（平成１９年規程第５７号）別表第１から別表

第３までに掲げる選択科目 100 単位以上又は下関市立大学データサイエンス学部

履修規程（令和６年規程第 14 号）別表第１から別表第３までに掲げる必修科目及

び選択科目のうち 100 単位以上を修得していること。 

(2) 別表Ⅰ Ⅰ 教科及び教科の指導法に関する科目のうち、本学において修得すべ

き最低単位数を修得していること。この場合において、各教科の指導法（情報通

信技術の活用を含む。）の必修科目はすべて修得していなければならない。 

(3) 別表Ⅰ Ⅱ 教育の基礎的理解に関する科目等のうち、教育原理・教育課程論、

教職論、教育心理学、総合的な学習の時間及び特別活動の指導法、教育方法論（Ｉ

ＣＴ活用含む）及び生徒指導（進路指導含む）の単位を修得していること。 

(4) 別表Ⅰ Ⅳ 教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目のうち、本学

において修得すべき最低単位数を修得していること。 

２ 教育実習Ⅱを履修する者は、教育実習Ⅰと同一学期に履修しなければならな
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い。また、教育実習Ⅱを履修する前年度までに別表Ⅰ Ⅱ 教育の基礎的理解に関

する科目等のうち道徳教育の単位を修得していなければならない。 

（養護実習） 

第５条の２ 養護実習を履修する者は、養護実習を履修する前年度までに、次の各号

に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。 

(1) 別表Ⅱ Ⅰ 養護に関する科目のうち、17 単位以上を修得していること。 

(2) 別表Ⅱ Ⅱ 教育の基礎的理解に関する科目等のうち、教育原理・教育課程論、

教職論、教育心理学、道徳教育、総合的な学習の時間及び特別活動の指導法、教

育方法論（ＩＣＴ活用含む）及び生徒指導の単位を修得していること。 

（大学院生の学部科目履修） 

第６条 学長は、大学院の学生が学部に開講する教職課程の授業科目を履修すること

を望む場合は、毎年１０科目以内でこれを許可することができる。 

（他規定の適用）  

第７条 免許状を取得するために必要な科目の履修等については、この規程に定める

もののほかは、下関市立大学経済学部履修規程、下関市立大学データサイエンス学

部履修規程及び下関市立大学看護学部履修規程の規定を適用する。 

（その他） 

第８条 教職課程の履修について、この規程に定めのあるもののほか必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成１９年４月１日から施行し、平成１９年度入学生から適用する。 

２ 令和３年度までに入学した者及び令和４年３月３１日現在大学に在学し、引き続

き在学する者で令和４年度以降に入学又は編入学するものに係る履修科目は、別表

の規定にかかわらず、附則別表第１に掲げるとおりとする。 

３ 令和４年度に入学した者及び令和６年度に編入学する者に係る履修科目は、別表

の規定にかかわらず、附則別表第２に掲げるとおりとする。 

４ 令和５年度に入学した者及び令和７年度に編入学する者に係る履修科目は、別表

の規定にかかわらず、附則別表第３に掲げるとおりとする。 

 

（附則別表第１～附則別表第３：略） 

  附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。  
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別表Ⅰ（経済学部・データサイエンス学部） 

Ⅰ 教科及び教科の指導法に関する科目 

(1) 経済学部 

ア 経済学科 

免
許
教
科 

科
目
区
分 

各科目に含めるこ

とが必要な事項  
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

社
会
（
中
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

日本史・外国史 

◎２西洋史概論 ２経営史 

◎２東洋史概論 ２商業史 

◎２日本史概論 ２西洋経済史 

２アジア経済史 ２日本経済史 

２８ 

地理学 

（地誌を含む。） 

◎２自然地理学概論   ２地域政策Ⅱ 

◎２人文地理学概論  ２地域論 

２経済地理学Ⅰ ◎２地誌学 

２経済地理学Ⅱ   ２都市環境論 

２地域産業論 ２まちづくり論 

２地域政策Ⅰ  

「法律学、政治学」 

２憲法 ２日本国憲法 

２行政学 ◎２法学総論 

２国際関係論 ２民法Ⅰ 

２国際政治学 

「社会学、経済学」 

２金融論Ⅰ ２財政学Ⅱ  

２金融論Ⅱ ２社会学 

２経済学史 ２社会政策 

２経済原論Ⅰ ２社会調査論 

２経済原論Ⅱ  ２都市社会学 

２経済政策Ⅰ ◎２マクロ経済学Ⅰ 

２経済政策Ⅱ ２マクロ経済学Ⅱ 

２経済統計 ◎２ミクロ経済学Ⅰ 

２国際経済学 ２ミクロ経済学Ⅱ 

２財政学Ⅰ 

「哲学、倫理学、 

宗教学」 

◎２哲学概論 

各教科の指導法(情報通

信技術の活用を含む。) 

◎２社会科・公民科教育法Ⅰ 

◎２社会科・公民科教育法Ⅱ 

◎２社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 

◎２社会科・地理歴史科教育法Ⅱ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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免
許
教
科 

科
目
区
分 

各科目に含めるこ

とが必要な事項  
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

地
理
歴
史
（
高
等
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

日本史 
◎２日本史概論 ２商業史 

２経営史 ２日本経済史 

２４ 

外国史 

◎２西洋史概論 ２アジア経済史 

◎２東洋史概論 ２西洋経済史 

人文地理学 

及び 

自然地理学 

◎２自然地理学概論 ２地域政策Ⅰ 

◎２人文地理学概論  ２地域政策Ⅱ 

２経済地理学Ⅰ ２地域論 

２経済地理学Ⅱ ２都市環境論 

２地域産業論 ２まちづくり論 

地誌 
◎２地誌学 

各教科の指導法（情報通

信技術の活用を含む。） 

◎２社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 

◎２社会科・地理歴史科教育法Ⅱ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

   科目の前の数字は単位数とする。 
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免
許
教
科 

科
目
区
分 

各科目に含めること

が必要な事項  
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

公
民
（
高
等
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

「法律学（国際法を

含む。）、政治学（国

際政治を含む。）」 

２憲法      ２日本国憲法 

２行政学  ◎２法学総論 

２国際関係論  ２民法Ⅰ 

２国際政治学 

２４ 

「社会学、経済学（

国際経済を含む。）」 

２金融論Ⅰ ２財政学Ⅱ 

２金融論Ⅱ ２社会学 

２経済学史 ２社会政策  

２経済原論Ⅰ ２社会調査論 

２経済原論Ⅱ  ２都市社会学 

２経済政策Ⅰ  ◎２マクロ経済学Ⅰ 

２経済政策Ⅱ    ２マクロ経済学Ⅱ 

２経済統計   ◎２ミクロ経済学Ⅰ 

◎２国際経済学 ２ミクロ経済学Ⅱ 

２財政学Ⅰ  

「哲学、倫理学、 

宗教学、心理学」 

◎２哲学概論 

各教科の指導法（情報通信

技術の活用を含む。） 

◎２社会科・公民科教育法Ⅰ 

◎２社会科・公民科教育法Ⅱ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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イ 公共マネジメント学科 

免
許
教
科 

科
目
区
分 

各科目に含めること

が必要な事項  
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

社
会
（
中
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

日本史・外国史 
◎２西洋史概論 ◎２日本史概論 

◎２東洋史概論  

２８ 

地理学 

（地誌を含む。） 

◎２人文地理学概論 ２地域論 

２経済地理学Ⅰ ◎２地誌学 

２経済地理学Ⅱ  

「法律学、政治学」 

２行政学 ２日本国憲法 

２現代政治学 ◎２法学総論 

２憲法 ２民法Ⅰ 

「社会学、経済学」 

２環境マネジメント ２都市計画論 

２公共経済学 ２都市社会学 

２公共マネジメント論  

２非営利組織マネジメント論 

◎２社会学 ２非営利組織論 

２社会保障論  

「哲学、倫理学、 

宗教学」 

◎２哲学概論    ２企業倫理 

各教科の指導法（情報通信

技術の活用を含む。） 

◎２社会科・公民科教育法Ⅰ 

◎２社会科・公民科教育法Ⅱ 

◎２社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 

◎２社会科・地理歴史科教育法Ⅱ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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免
許
教
科 

科
目
区
分 

各科目に含めること

が必要な事項  
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

公
民
（
高
等
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

「法律学（国際法を含

む。）、政治学（国際政治

を含む。）」 

２行政学 ２日本国憲法 

２現代政治学 ◎２法学総論 

２憲法 ２民法Ⅰ 

２４ 

「社会学、経済学（国際

経済を含む。）」 

２環境マネジメント ２都市計画論 

２公共経済学 ２都市社会学 

２公共マネジメント論  

２非営利組織マネジメント論 

◎２社会学 ２非営利組織論 

２社会保障論  

「哲学、倫理学、 

宗教学、心理学」 

◎２哲学概論    ２企業倫理 

各教科の指導法（情報通信

技術の活用を含む。） 

◎２社会科・公民科教育法Ⅰ 

◎２社会科・公民科教育法Ⅱ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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(2) データサイエンス学部 

免
許
教
科 

科
目
区
分 

各科目に含めること

が必要な事項  
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

数
学
（
中
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

代数学 
２数学基礎 ◎２線形代数学 

２８ 

幾何学 
◎２幾何学 

解析学 
◎２解析学 

「確率論、統計学」 

◎２確率論  

２カテゴリカルデータ解析 

２数理統計学 ２ベイズ統計学 

２定量的データ解析  

２統計的モデリング 

コンピュータ 

◎２コンピュータ科学 

２時系列解析 

◎２ＤＳプログラミング入門 

２機械学習 

２情報学概論 

２テキストマイニング 

各教科の指導法（情報通信

技術の活用を含む。） 

◎２数学科教育法Ⅰ 

◎２数学科教育法Ⅱ 

◎２数学科教育法Ⅲ 

◎２数学科教育法Ⅳ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 

  

37



10 

 

免
許
教
科 

科
目
区
分 

各科目に含めること

が必要な事項  
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

数
学
（
高
等
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

代数学 
２数学基礎 ◎２線形代数学 

２４ 

幾何学 
◎２幾何学 

解析学 
◎２解析学 

「確率論、統計学」 

◎２確率論 

２カテゴリカルデータ解析 

２数理統計学  

２ベイズ統計学 

２定量的データ解析  

２統計的モデリング 

コンピュータ 

◎２コンピュータ科学 

２時系列解析 

◎２ＤＳプログラミング入門 

２機械学習 

２情報学概論 

２テキストマイニング 

各教科の指導法（情報通信

技術の活用を含む。） 

◎２数学科教育法Ⅰ 

◎２数学科教育法Ⅱ 

２数学科教育法Ⅲ 

２数学科教育法Ⅳ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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免
許
教
科 

科
目
区
分 

各科目に含めること

が必要な事項  
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

情
報
（
高
等
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項 

情報社会（職業に関す

る内容を含む。）・情報

倫理 

◎２情報社会及び情報倫理 

◎２情報と職業 

２４ 

コンピュータ・情報処

理 

◎２コンピュータ科学 

２定量的データ解析演習 

２ＤＳプログラミング入門 

２データマイニング 

◎２情報学概論 

２カテゴリカルデータ解析演習 

２アルゴリズム論 

２パターン認識 

◎２データサイエンス演習 

２テキストマイニング 

２データハンドリング 

２統計的社会調査法演習 

 ２人工知能概論 

情報システム 

２データベース 

◎２情報システム論 

◎２経営情報システム論 

情報通信ネットワーク 

◎２ネットワーク技術論 

マルチメディア表現・

マルチメディア技術 

◎２デジタル信号処理技術 

各教科の指導法（情報通信

技術の活用を含む。） 

◎２情報科教育法Ⅰ 

◎２情報科教育法Ⅱ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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Ⅱ 教育の基礎的理解に関する科目等 

(1) 経済学部 

免
許
教
科 

教育職員免許法施行規則に

定める科目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

社
会
（
中
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教育の基礎的理解に関する

科目 

◎２教育原理・教育課程論 

◎２教職論 

◎２教育行政 

 ２教育社会学 

◎２教育心理学 

◎２特別支援教育論 

２７ 道徳、総合的な学習の時間

等の指導法及び生徒指導、

教育相談等に関する科目 

◎２道徳教育 

◎２総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 

◎２教育方法論（ＩＣＴ活用含む） 

◎２生徒指導（進路指導含む） 

◎２教育相談 

教育実践に関する科目 

◎１教育実習事前・事後指導 

◎２教育実習Ⅰ 

◎２教育実習Ⅱ 

◎２教職実践演習（中高） 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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免
許
教
科 

教育職員免許法施行規則に

定める科目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

地
理
歴
史
・
公
民
（
高
等
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教育の基礎的理解に関する

科目 

◎２教育原理・教育課程論 

◎２教職論 

◎２教育行政 

 ２教育社会学 

◎２教育心理学 

◎２特別支援教育論 

２３ 
道徳、総合的な学習の時間

等の指導法及び生徒指導、

教育相談等に関する科目 

◎２総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 

◎２教育方法論（ＩＣＴ活用含む） 

◎２生徒指導（進路指導含む） 

◎２教育相談 

教育実践に関する科目 

◎１教育実習事前・事後指導 

◎２教育実習Ⅰ 

２教育実習Ⅱ 

◎２教職実践演習（中高） 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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(2) データサイエンス学部 

免
許
教
科 

教育職員免許法施行規則に

定める科目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

数
学
（
中
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教育の基礎的理解に関する

科目 

◎２教育原理・教育課程論 

◎２教職論 

◎２教育行政 

 ２教育社会学 

◎２教育心理学 

◎２特別支援教育論 

２７ 道徳、総合的な学習の時間

等の指導法及び生徒指導、

教育相談等に関する科目 

◎２道徳教育 

◎２総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 

◎２教育方法論（ＩＣＴ活用含む） 

◎２生徒指導（進路指導含む） 

◎２教育相談 

教育実践に関する科目 

◎１教育実習事前・事後指導 

◎２教育実習Ⅰ 

◎２教育実習Ⅱ 

◎２教職実践演習（中高） 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。  
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免
許
教
科 

教育職員免許法施行規則に

定める科目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

数
学
・
情
報
（
高
等
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

教育の基礎的理解に関する

科目 

◎２教育原理・教育課程論 

◎２教職論 

◎２教育行政 

 ２教育社会学 

◎２教育心理学 

◎２特別支援教育論 

２３ 道徳、総合的な学習の時間

等の指導法及び生徒指導、

教育相談等に関する科目 

◎２総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 

◎２教育方法論（ＩＣＴ活用含む） 

◎２生徒指導（進路指導含む） 

◎２教育相談 

教育実践に関する科目 

◎１教育実習事前・事後指導 

◎２教育実習Ⅰ 

２教育実習Ⅱ 

◎２教職実践演習（中高） 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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Ⅲ 大学が独自に設定する科目 

(1) 経済学部 

免
許
教
科 

教育職員免許法施行規則に

定める科目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

社
会
（
中
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

大学が独自に設定する科目 

◎２介護等体験実習 

１教職ボランティア実習Ａ 

１教職ボランティア実習Ｂ 

１教職ボランティア実習Ｃ 

１教職ボランティア実習Ｄ 

４※ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 

※「Ⅰ 教科及び教科の指導法に関する科目」又は「Ⅱ 教育の基礎的理解に関する

科目等」のうち最低修得単位数を超えて修得した単位については、大学が独自に設

定する科目の単位となる。 

 

免
許
教
科 

教育職員免許法施行規則に

定める科目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

地
理
歴
史
・
公
民 

（
高
等
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

大学が独自に設定する科目 

２介護等体験実習 

２道徳教育 

１教職ボランティア実習Ａ 

１教職ボランティア実習Ｂ 

１教職ボランティア実習Ｃ 

１教職ボランティア実習Ｄ 

１２※ 

備考 科目の前の数字は単位数とする。 

※「Ⅰ 教科及び教科の指導法に関する科目」又は「Ⅱ 教育の基礎的理解に関する

科目等」のうち最低修得単位数を超えて修得した単位については、大学が独自に設

定する科目の単位となる。 
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(2) データサイエンス学部 

免
許
教
科 

教育職員免許法施行規則に

定める科目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

数
学
（
中
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

大学が独自に設定する科目 

◎２介護等体験実習 

４※ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 

※「Ⅰ 教科及び教科の指導法に関する科目」又は「Ⅱ 教育の基礎的理解に関する

科目等」のうち最低修得単位数を超えて修得した単位については、大学が独自に設

定する科目の単位となる。 

 

免
許
教
科 

教育職員免許法施行規則に

定める科目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

数
学
・
情
報
（
高
等
学
校
教
諭 

一
種
免
許
状
） 

大学が独自に設定する科目 

２介護等体験実習 

２道徳教育 

１２※ 

備考 科目の前の数字は単位数とする。 

※「Ⅰ 教科及び教科の指導法に関する科目」又は「Ⅱ 教育の基礎的理解に関す

る科目等」のうち最低修得単位数を超えて修得した単位については、大学が独自

に設定する科目の単位となる。  
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Ⅳ 教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目 

(1) 経済学部 

教育職員免許法施行規則に定める

科目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

日本国憲法 ◎２日本国憲法 ２ 

体育 
◎１スポーツ実践Ａ 

◎２健康と運動 
３ 

外国語コミュニケーション 

２英語Ⅰｂ 

２英語Ⅰｄ 

２中国語Ⅰｂ 

２中国語Ⅰｄ 

２韓国語Ⅰｂ 

２韓国語Ⅰｄ 

２ 

数理、データ活用及び人工知能に

関する科目又は情報機器の操作 

２コンピュータ活用Ⅰ 

２コンピュータ活用Ⅱ 
２ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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(2) データサイエンス学部 

教育職員免許法施行規則に定める

科目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

日本国憲法 ◎２日本国憲法 ２ 

体育 
◎１スポーツ実践Ａ 

◎２健康と運動 
３ 

外国語コミュニケーション 
２英語Ⅰｂ 

２英語Ⅰｄ 
２ 

数理、データ活用及び人工知能に

関する科目又は情報機器の操作 

２コンピュータ活用Ⅰ 

２コンピュータ活用Ⅱ 
２ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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別表Ⅱ（看護学部） 

Ⅰ 養護に関する科目 

免
許
教
科 

免許法施行規則に定める科目

区分 
本学における授業科目 

本学にお

いて修得

すべき最

低単位数 

養
護
教
諭 

一
種
免
許
状 

衛生学及び公衆衛生学（予防医

学を含む。） 

◎２公衆衛生学 

◎２疫学・保健統計 

３０ 

学校保健 ◎２学校保健 

養護概説 ◎２養護概説 

健康相談活動の理論及び方法 ◎２健康相談活動 

栄養学（食品学を含む。） ◎２栄養と代謝 

解剖学及び生理学 
◎２人体の構造と機能Ⅰ 

◎２人体の構造と機能Ⅱ 

「微生物学、免疫学、薬理概論」 
◎２臨床病態学Ⅰ（病理学、微生物学） 

精神保健 
◎１精神ヘルスケア概論 

◎１精神ヘルスケア方法論Ⅰ 

看護学（臨床実習及び救急処置

を含む。） 

◎２看護学概論 

 １家族看護学 

◎２ライフステージとヘルスケア概論Ⅱ 

◎１小児ヘルスケア方法論Ⅰ 

◎２小児ヘルスケア方法論Ⅱ 

◎２小児ヘルスケア実習 

１災害看護 

◎１救急看護 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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Ⅱ 教育の基礎的理解に関する科目等 

免
許
教
科 

教育職員免許法

施行規則に定め

る科目区分 

本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

養
護
教
諭 

一
種
免
許
状 

教育の基礎的理

解に関する科目 

◎２教育原理・教育課程論 

◎２教職論 

◎２教育行政 

 ２教育社会学 

◎２教育心理学 

◎２特別支援教育論 

２７ 
道徳、総合的な

学習の時間等の

指導法及び生徒

指導、教育相談

等に関する科目 

◎２道徳教育 

◎２総合的な学習の時間及び特別活動の指導法 

◎２教育方法論（ＩＣＴ活用含む） 

◎２生徒指導 

◎２教育相談 

教育実践に関す

る科目 

◎１養護実習事前・事後指導 

◎４養護実習 

◎２教職実践演習（養護） 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 

 

Ⅲ 大学が独自に設定する科目 

免
許
教
科 

教育職員免許法施行規則に定め

る科目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

養
護
教
諭 

一
種
免
許
状 

大学が独自に設定する科目 

 

７※ 

※別表Ⅱ 「Ⅰ 養護に関する科目」又は「Ⅱ 教育の基礎的理解に関する科目等」

のうち最低修得単位数を超えて修得した単位について、大学が独自に設定する科

目の単位となる。 
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Ⅳ 教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目 

教育職員免許法施行規則に定める科

目区分 
本学における授業科目 

本学において

修得すべき最

低単位数 

日本国憲法 ◎２日本国憲法 ２ 

体育 

◎１スポーツ実践Ａ 

◎２健康と運動 
３ 

外国語コミュニケーション 

２英語Ⅰｂ 

２英語Ⅰｄ 
２ 

数理、データ活用及び人工知能に関

する科目又は情報機器の操作 

２コンピュータ活用Ⅰ 

２コンピュータ活用Ⅱ 
２ 

備考 ◎のついた科目は必ず修得しなければならない。 

科目の前の数字は単位数とする。 
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